
 

令和７年８月豪雨で浸水し、使えなくなった 

 

                     の 

の受け入れを行います。 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
（１） 市内に住所を有する人 

（２） い草生産者、加工専業者（い草生産者から原草を購

入し、畳表に加工して出荷している人） 

（３） 現況写真等で被害が確認できる人 
 

 

㈱津田 八代工場  八代市新港町２丁目４番４号🔗 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県産畳表ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ 

畳
たたみ

童
わら

子
し

の「たぁみ」 

い草・畳表生産者の皆様へ 

【お問い合わせ】八代市役所 農業振興課 ＴＥＬ：０９６５－３３－８７５１ 

事前申込み 

が必要です 

・ 右のＱＲコードもしくは、以下の URL から入力フォームに
アクセスし、必要事項を入力し、被害が確認できる写真、  
身分証明書（運転免許証等）を添付し申し込んでください。 

・ 申し込み後３日～５日で「廃棄許可証」を交付します。 
（申し込みフォーム URL）https://logoform.jp/form/zis6/1365328 

申込受付 令和７年１２月２２日（月）８時３０分 
～令和８年２月１８日（水）１７時 

 ※オンライン申請のみ。オンライン申請が困難な方は、被害が確認できる写真、身分証明書 

（運転免許証等）を持参の上、農業振興課窓口にお越しください。 

  ※１回目に申請された方で今回も利用される方は再度申請が必要です。 

Google Maps 

＜受入時間＞ 

【午前】 ９時００分～１２時００分 ※１０時００分～１０時１５分は受入休止 

【午後】１３時００分～１６時３０分 ※１５時００分～１５時１５分は受入休止 

持ち込みにあたっての注意 

・ 持ち込める原草と畳表は、自ら生産したものに限ります。 

・ できるだけ乾かしてください。 

・ 原草は袋に入れたままでかまいません（ポリ袋に限る）。 

・ 原草、畳表以外は持ち込めません。 

・ 持ち込み時に「許可証」を提出し、身分証明書を提示してください。 

・ 持ち込み期間を厳守してください。 
・ 受入場所では、市職員及び係員の指示に従ってください。 
・ 受入期間終了後は受入ができません。終了後に廃棄を希望の方は

エコエイトやつしろへお持ち込みください。【有料】 
（150 円／kg、い草・畳表を 50cm 以下に破砕して持ち込み） 

い草等廃棄物処分事業（８月大雨） 

受入期間 令和８年２月 16 日(月)～２月 20 日(金)    

対象者 

申込方法 

受入場所 

申込フォーム 

２回目（最終） 

https://maps.app.goo.gl/kTc9ErzDYWcg4UkU6?g_st=ipc
https://maps.app.goo.gl/kTc9ErzDYWcg4UkU6?g_st=ipc

